
いつもご愛読頂きありがとうございます。 

I-GLOCAL ベトナム法令ビジネス情報 2020 年 5 月 28 日号をお送りします。 

 

*======* Index====*=======*====* 

 

▼ 法令情報 

>>>外国人労働者のベトナム入国支援にかかるオフィシャルレターOfficial Letter 第 2847/CV-

BCD 号 

>>>法人税・付加価値税の納付猶予措置に関する政令第 41/2020/ND-CP 号の補足案内 

 

*=======*=======*=====*======* 

 

■━法令情報━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

 

【Covid-19 関連】外国人労働者のベトナム入国支援にかかるオフィシャルレターOfficial 

Letter 第 2847/CV-BCD 号 

 

==========================================◆◇◆◇◆ 

 

2020 年 5 月 23 日に、ベトナム政府 Covid-19 感染防止委員会は投資家、管理者、熟練技術 

労働者である外国人（以下では「外国人労働者」という）の入国支援についてオフィシャルレ

ターOfficial Letter 第 2847/CV-BCD 号を公布した。 

本オフィシャルレターにおいて注意すべき内容は以下のとおりである。 

 

各省（市）の人民委員会は管轄地域内での外国人労働者向けの集中隔離施設を選択・指定 

し、外国人労働者の招聘希望がある企業へ通知する。 

 

企業はベトナムに入国する外国人労働者リストおよび隔離措置・送迎の手段の提案書を 

作成し、各省（市）人民委員会に提出して承認を得る。 

 

人民委員会は企業のニーズに応じて承認対象者を選考し、承認された 

外国人労働者のリストを入国管理局に転送する。 

 

申請の承認を得た企業は、入国に必要な申請書類を用意し、有効期限内の査証を保有している

者および査証の新規発給が必要な者のリストをそれぞれ作成し、人民委員会の承認書とあわせ

て管轄の入国管理局に提出する。 



 

入国後、各省（市）の公安機関は保健省、人民委員会、各関係機関と協力し、空港から 

集中隔離施設までの外国人労働者の送迎について慎重に管理する。外国人労働者は 14 日 

集中隔離をしなければならず、隔離期間中に Covid-19 感染テストを 2 回行い、集中隔離後に 

さらに 14 日間にわたり引き続き健康状況の監督を受ける。 

 

具体的な手続きについて人民委員会のガイダンスがまだ発表されていないため、 

企業は各地方の省（市）レベルの人民委員会に直接に連絡し確認する必要がある。 

今後新たな情報が入手でき次第、ニュースレターにて配信する。 

 

参考文献 

政府発行 2020 年 5 月 23 日付オフィシャルレターOfficial Letter 第 2847/CV-BCD 号 

 

■━法令情報━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

 

【税務】法人税・付加価値税の納付猶予措置に関する政令 Decree 第 41/2020/ND-CP 号の補

足案内 

 

=========================================◆◇◆◇◆ 

 

5 月 20 日、付加価値税・法人税の納付猶予措置に関する政令 Decree 第 41/2020/ND-CP 号に 

関し、財務省はオフィシャルレターOfficial Letter 第 5977/BTC-TCT 号を発行し、 

本政令第 3 条に規定される内容の補足案内をした。 

 

■ 法人税の納付猶予について 

 

 ◆ 2019 年度法人税確定申告時の納付猶予（延期）を申請する場合、納付猶予を受け 

られる税額は 2019 年度の法人税全額の 20％までとなる。つまり、2019 年度の最終的な 

法人税額の少なくとも 80％は法令に基づき予定納付を済ませていなければならない。 

 

 ◆ 税務修正申告等によって追加納付が必要になる場合、納付猶予を申請していれば 

追加納付分も納付猶予の対象となるが、この場合も納付猶予措置の対象となる税額の 

上限は 2019 年度の法人税全額の 20％までとなる。 

 

 ◆ 3 月・6 月・9 月決算の場合は、それぞれ 2020 年中に迎える法人税確定申告の納付期限 

および 2020 年第 1、第 2 四半期の納付期限も 5 カ月延期できる。なおこの 5 カ月間は 3 月・ 



6 月・9 月決算の各法人税申告期日から起算される。 

 

■ 付加価値税（VAT）の納付猶予について 

 

建設業者の場合、納付猶予措置の対象となる VAT には、本社分だけではなく、 

地方税務局へ納付する必要がある建設現場についての VAT も含まれる。 

 

参照 

財務省発行 2020 年 5 月 20 日付オフィシャルレターOfficial Letter 第 5977/BTC-TCT 号 

 

■━━━━━━I-GLOCAL からのお知らせ━━━━━━■ 

 

書籍『これからのベトナムビジネス 2020』を 1 月 31 日に発売いたしました。 

http://www.i-glocal.com/vietnam_business_2020/ 

 

弊社代表蕪木らが執筆した『これからのベトナムビジネス 2020』が東方通信社より発売にな

りました。 

本シリーズ第二弾として、最新のベトナムビジネスの動向とポイントを日本企業への 

ロングインタビューも交えてご紹介しています。 

ベトナムビジネスの入門書となる一冊です。ぜひご一読ください。 

(Amazon 予約ページ)：https://www.amazon.co.jp/dp/4924508292/ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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